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具体的事例を鴻し，林業とカモシカ保護とを開立させる対策として，防設相日の誇y.{PUを行った。

研究は滋賀県l'f:It'!ti!f5土山町を対象とした。 17の防護者1Ilについて調査したと ζ ろ，先企lζ近いi的|徐

効果があるもの， 20%程度の効果があるもの，ほとんど効果が見られないものの 3タイプが見ら

れた。効果のない柵は輿地に捺!やしてlii1られた。森林所有者はその効果に大体満足しているが，

設盟関用が60J5円/11乱と高額で， 地先lζ)¥1する大きな負担となっている。カモシカ係議地域は，

林議との関係でカモシカの保謎に過するように設定されておらず，当部のlWdは的謎柵を中心とす

る対策が両立のためにj誼していると考えられた。

I 本論文の課題

日本では，野控動物の保鑓に関心が持たれる ζ とは少なかった。しかし， 1970年代頃から自然

保護の考え方が誌がる中で，多様な生態系の一員として里子強動物ぞ保護する ζ との必要性が認め

られて来ている。また，森林政策の簡では. 1973fT:'の!翠i有林の新たな森林施設Iこも取り上げられ

たように，森林の公益約機能が見習され，そのーっとして，野生鳥獣のj:::忠jあとしての森林の役

割り(野生動物保護機能)が認められるようになっている。

この機能は，森林の持つ極々の;機能の中では比較的聴く投われて来たが，野住動物保護への関

心は倒織的にも高まっており.今後， ζの機能はさらに抵袈調会れると思われる。

森林の公認的機能には，治山・治水・水源鰯畿など多様なものがあるが，林業にとっては，そ

れらはいずれも，木材生綴のための森林が派住的に持・つものであり，木材生践のための森林と碍

立する加が多い。これに比べ.llif強動物保認さの場合は，むしろ相容れないと ζ ろが強く現われる。

例えIま，現在最も一般的な施業方式である静伐一斉造林でできた森林は，林相が単純で艇となる

下Jffil槌引を欠き野生動物の生，息環境として条件が恐い。従って，木材生践のための森林と野生動

物の主主環境としての森林とは両立しがたい。また，野生動物がいると，それによって警告被る

という問題も生じる。

このように.7i.いにマイナスの務鱒ぞ持つ閣があるため，野生動物の控臨場として森林を維持
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する ζ とは，他の公益的機能に比べ，木材按産と両立させて行く ζ とが透かに臨調tである。その

ことを示した例にニホンカモシカ (Capricorniscrispus)による食諮問題がある。

ニホンカモシカ(カモシカ)による食擦は， 1975f手頃より大きな社会問題となっている。 ζの

問題の所在は，基本的には，保殺しているカモシカが趨林水を食べ，そのために木材生躍が大き

く組揮されていることにあるo しかし.現実は，そのイ自の多くの聯情がからみ，都林lζ対する 2

つの袈求，木材生践と野控動物保説との制終喜子つけるだけでは片付・かなくなっている。 1，2)

その服闘の中でも，日本の野出動物保能が根本的;乙飽えている開胞は大きし、。例えば， ;犯者，

カモシカ保訟に最も関わりのある文化庁が食容が起きた時点で，迷やかに布IH:賞するなり，防|徐対

策を施すなりの:j:{Jft母をl誕らなかったという天然記念物行政の関題がある。また，鳥獣行政の本来

の受けJlllでみる「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律jが，現状では，密猟を有効に防止し符ない ζ と

や，有詩j誌獣駆除の許可法準がi援l床である上，それを敵視する体制もその主主警察を機器する制度も

なく，事実上野放しに近い ζ となどの鳥獣行政上の問題も鴎保する。また，特別天然記念物とし

て保設されて増えたカモシカは，それがたまたまであったにしろ，数少ない野焼動物保被の突現

した例(似体数が増えたという点においてだけであるが)である。それが食揮のためにすぐに駆

除されれば，従来からの野~1flÚ物腕視の風潮を留めることになるため，自然保槌側がカモシカの

捕獲喜子決して受け容れなかった ζ とも，問題告こじらせて来た。

ζのf(t"カモシカの生態や倒休鮮動娘などカモシカの保能管理のために必袈な基礎データがな

かったことや，その生息数を翻べる実際的な方法がなかったこと，食惑の実践が抱擁しにくいこ

と，食鴇の発生機構が不明なこと，木材技臆が長期間金有するため被替の性格がi麗l床になりが

ちだっ1'::.ζ となどが問題化の背景主としてよげられる。

しかし，林諜との関連でー潜露裂なのは，人工造林，特に拡大造林と食鴇並びにカモシカの控

)~状況との関係である。

との関連で拡大瀦林が扱われる;場合， 1密林不適地まで火i商積唆伐を行ったために不成鍛造

林地が生じたことが，食脅より問題であるという，拡大造林批判もその巾fこは含まれていた九

確かに，背林効率の低い地域ほどひどい食饗が見られるという報告4) はある。しかし，それは，

食替問題に根本的に関保することではない。なしろ，カモシカの主主息環境の変化の方が問題であ

る。

食留が問題になりはじめた治初，自然保鎚側から，拠地天然林の伐採によってカモシカの坐}~

地が破壊された ζ とが食言葉が発生した線本採悶であるとの主張5) がなされた。その後，幼齢造林

地がカモシカの良い餌場であることが明らかとなザ¥単純にその主揺は巡らなくなる。しかし，

野生動物の控容に最低必裂であるとされる食物・水・カバー(営巣・休息などさまままな活動に

適した土地と楠住の組み合せる窓旅する)7，おや全て備え，1:鼻息環境として総合的な価儲の商い

天然林や 2次林が，伐採されて鈴造林地にi澄き様えられ，カモシカの生忠i識と，人部の末um閥

とが霊なるようになった ζ とが食害発生袈閣の一つである乙とは者定できない。 1979年に，文花

Jr・環境庁・林野庁の 3庁によって食審問題解決のための恒久的な対策として出されている，カ

モシカ保護地域設定によるカモシカ保槌管理操9) は，この湿なり舎なくすことで問題解決をはか

ろうとしている。しかし，鶴間以西では， 111地の大部分が泊林溺地で‘あるため保税地域と林業地

J域とは抵なら Sるを得なし、。さら えば，保税地域はその動物の分布の中心に設けられなけれ

ばならないが，カモシカの;場合，本来ブナ時の動物であると替われて10)おり，それはブナ滑に設

定されなければならない。ブナ静は拡大造林が積極的に進められて来た地域であり， ζの点で、も

カモシカの保;護地域と林業地域とは抵ならざるぞ得ず，何らかの食諮問除策が必要である。

スギ・ヒノキの人工林の中では幼齢造林地が，関環境としては天然林などよりも渇かに{殴れて
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いる11h従って，人工林化が進むと，カモシカは幼!紛造林地に餌;場制衣砕する!支合が潟くなると

考えられる。その時，カモシカが倒場を幼齢造林地にまったく依1'f.しているならば，活林水以外

lζ僻となる植物を樹えるか，天然林をより多く残すかしなければ，林業とカモシカ保設とをiflij立

させることはできない。しかし，カモシカの生息総皮と食警の制度との!間には比例鴎認がJi!，られ

ないという報告1おもあり，実際には会I目的に依菜子しているのでないケースもあると考えられるα

その場合，食磐防除のために，カモシカ主主域内の幼齢造林:f'1llを全て防諜榔で閥ったとしても，

他の所でカモシカが生息できる可能性はあると寄える。開題は，それで健全な{I，~休部が確保でき

るかどうかであるが，働金な11;~{;本鮮を維持し得る生感慨皮，主主滋掛i皮と生息環境との関係などが

不明であるため，これ以上この ζ とについて論じる ζ とはできない。

防護欄については，食努i的|徐方法としてその効果や質問について報告したものは ζれまでにも

いくつかある。 13，14，15)しかし，現突の食勢対策として，市町村等で用いた場合の問題について論

じたものはない。本稿では， 1982主F‘から防鑓111Uによる食議開!徐を央施している，滋賀県昭賀郡士

山町を聯剖として取り上げ，それの持つ可能性と問題点令指摘し，兵体策としての符僻ぞ読みる。

1I j二llin汀における食審問題の経過

土山町は，滋賀県と三三重県の県墳にある鈴鎚山慌のほぼ南端lζ位践する。地形は， ~~から東に

かけ，雨乞岳 (1，238m) ， 御布所i舟 (1，209m) をはじめとする1000m級の山が:i!l!なるが，南

西部は探諸 200m程の庇践となっている([立1)。気象は，伴平均試祖が13.40C，年平均降下lli
1，827捌，戦野日数が約2013，{il!留深はIJI地問;で30cm前後である.

土地利用構成は，林野が81%，J.!lUllliJ'IO%と111林が大部分令占める。森林の保有形態別面積は，
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それぞれ17ha，30haと拡大法林の減少に伴ない，造林I倒的立減少している。

土1110汀で食!容が問題になり出すのは， 1975年頃からであるが，現に19651:]::には食鳴が発生して

いる。それまでのカモシカの生息状況について臨き故りの結果から推測してみると， 1被中の耀か

らのカモシカ捕強命令と戦後混乱期における密猟により，戦後鴨くはカモシカの頭数は少なかっ

た。しかし， 1950年代以障は筏猟もなくなり，次第に頭数~増やしていったと忠われる。また，

森林の状況は，明治の初め頃から，大規模山林所有者を中心に用材林業が行なわれ人工遊林地も

あったが，大部分の林家は製薪jえを営んでいたのであり，広誕樹を rl~心とした薪炭林がかなり奥

地支で広がっていた。しかし， 1950年代後半から製薬存政は蕊退し，耕成林は拡大造林の対象にな

って行く。こういう状況の下で， 1965年頃から食容が発往し出したとj誌われる。

ニf:~IJ 0汀では，全域;ζ渡る被響調査は， 1980年iζ森林所脊者の市消によるものが町により行なわ

れただけである。 その結果によると， 被詩広域間績は， 1965却から 1980年までで合計 552haと

なっている。カモシカの分布状況については，環境庁によち， 1979年と 1983:僚に翻査されている。

それと造林勝縛から，カモシカ生息域内での被革命状況ぞ見ると，佐息地域内の造林市殺の91%が

被智広域となっている。

楠栽年度別被諮問般から食鴇の推移制ifa認すると，認 3にあるように，食鴇は1970年代に入

って拡大し， 1975年以降に入ると造林部績の減少に伴い，被轡広域荷積も減少している。しかし，

は部下せず， 60%以上と沿っている。

このような食鴇状抗応対し，森林所有者は1965年頃から何らかの対策 ~l説るように訴えたが，

P誌が最初に被鴇地の税擦と被弾調査ぞ行ったのは， 19771:]::l'ある。溜年も引き続き被諜翻資が行
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われ，その結果. '波容認域間程iが 268.6haと， 被容が!広域に渡ることが判明する。

それを受けて， 1978年に，土山町では町の農林探を中心lζ，町，森林組合， 11庄内に瀦林削除有

する者の代表が築まり，カモシカ食容対策協議会が投憶される。践の方でも，文北llt保能諜， la 
造林課などにより.カモシカ対策協議会が設殺され，行政側の体制が強う。

ζの拙，町では，被諸君をのみから成る被謀者同胞が結2成される。しかし， 5電器l乙は， 1980停に

現状変更i将諮を出したのが最も自立った活動で，それ以後大きな動きはなく，会悶カモシカ被容

者間盟に述なる組織であるに.Lf:まっている。

食替対策としては， ロープi描1，鉄線禰，クレゾール櫛，クレオソート相&(クレゾール，クレオ

ソートは恐越前)，ポリネット， ヒノキの代J:f:J!ζ給倒:木としてアオキの樹裁が，試験的に行われ，

その結果，ポリネットと拐謎相&が効果が高いとされる。そして，ポリネットについては1979年か

ら4年計四でその効栄翻査が行われるが，造林木 1本 1ヌ|去にネットを被せねばならず， きらに容

にもそれ会外す作梁があり，大畿の労働力を必要とすること，ネット吾被せることにより樹形が

務総すること，誕の裂が自にさ当って枯れ身くなることなどが所有者側から問題と会れ，翠80年lこ

は，翻議終了を待たずに防護抑!の時験が行われる。

この誠験では 1)放牧柵， 2) 1) の放牧者1IJt.e改良してij怒滋イじしたもの， 3 )鶏舎問網，

4 )フェンスj羽織の 4紹類が試され，改良したi降最有IU (隠i… 4)が最も機能的であることがわか

る。そして， 1981年lζ，防護相11の設控をi和むとしたカモシカ食鴇対策 5カ年計i箇iを文佑庁へ提出

し， 82年から実施されている。
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箆1-5 カモシカ分布城とカモシカ傑畿地域

太枠内がカモシカ分布滅 (1協和54.58"1::潔境庁資料より作成)
カモシカ傑護地域は，メッシュ部が文化庁築，斜線部が設定さ
れたととろ。 (11ぴ資料より作成)

また， 1983年と84主Fには，柵で間った被替地に対レ復!日造林が日誌により実施される。しかし，

その而積は 2ヶ年の合計で33haと， 80年制強fI寺によった災被怒沼紛 328haの1制でしかない。

一方 3庁合訟によるカモシカ問題解決議の一環であるカモシカ保謎地域が，鈴虫rl3l.L!j服でも 19

83~下 9 月に設定された。設定にI~ しては，文化庁から設定擦が段;初に出されたが，それに対し，

その中の造林地への防護柵~!t用が英大で，その地元負担が大きいなどのJ'1l1r:1'lから，最終的には荷

積は大憾に縮小された(図-5，議-1)。その結果，士山間・内lζ関しては，保設地域は小商積

lζ分銭rrされたものとなっている。

以上が土山町でのカモシカ食脅への主な行政的対誌である。次に，その食時防|徐対策の殺とな

っている防護柵の実態について見る。

E 防護楠による訪除の実態

まず，どの{立の被普対hを間っているか，その央総主7見てみる(説 2) 0 防護舗の突胸面積は，

各年， 1交響の対象となるカモシカ生息域内の新植法林間f:l.l!を上部っており，両相的には新植地へ

の食躍を防ぎ得るだけ突施されている。しかし，突際には，過去の被地もuuっているため，生

息域内の新植造林地のうち織が拠地‘されたのは，各年， 19%， 41%， 32%，でしかない。また，

過去の被替地を全て閉おうとすると， 1978年以I!年の被替地しか問うことはできなL、。柵ぞ投開ず

る造林地は，森林所有者からの時1懇のあった巡林地について，森林組合が被密状況金確認し，決



表-2 ゴニ111Pl]初縫繍災施状況

25蹴総問機 京総渡良市議資 1)1 側

鶴滋林 υm) 凶 (千円)側・ha)
年度

57 25.9 52.6 
58 36.3 82.9 

59 30.4 99.9 

ホ Pl]'資料より作成
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定している。決定のための器準は，当初.

1首根的lζ小さいものはなるだけ避けると

いうことがあっただけでイ自に明らかな法

機はなL、。この間般についての表明立もそ

の1O:なくなっている。

防護柵がi釘i除策のl:j:tで有力視，dれてい

るのは，…日投!~設されれば高い防除効巣

告発jiTfするとj招待されるからである。そ

23，811 33，260 
31，600 48，636 
39，044 56，560 

61.1 
58.7 

56.6 

こで， I的|徐効果について訊l議した。

調査は. 17の郷について. 20X 20m のプロットを31取って行った。調査現 E~:lは，朝日投開後の食

(来月鴇)ぞ表わすものとして造林水].~~IM郎への限食の有1i!~ を淵べだけではく，欄;没段以前の食

(1日鴇)を表わすものとして::1:ilil!l形態の誕常についても行った。これは，新幹と とぞ比べ

ることによって抗議揃の食野線減効果や見るためでめる。::1:mlhJ形態については，これまでの報告

では 41ill獄に分類するものがある 16>が，今回は逝iThTなもの以外安全で形態異常とした。羽端部摂

食ネ， .::'t:l!qh形態異常率は，共lこ，プロット内の造林水本数lζ対する令々の;鴇合である。淵資JW問
!ま1985*8月から 9Jヨである。

調夜結果は隊)-61こ玖した。全体で見ると新擦の被密都が28%.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

4
E
'
 

環

端

部

接

食

率

と事rr容の諜が22%となり，
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主軸形態異常率

本は防護姻殺絞後に造林された所.
O(主完全にi庄い効果のある郷。
ムt主食主客室惨な約20%にまで・下げる効5誌のある櫛.
襲撃はほとんど効来のない倒。

関-6 防潔榔の食怒腕減効果

:l:ilql!形惣Bi1'j誌は，有暗殺際的の会被告.m端部

鍛食務は者町役{設後の食終J.!?淡わず
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% 
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F詰 40 
⑧ @撃偽
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番器

O 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

プロット内平均樹高の健全太平均樹高に対する比

(健全太平均樹高 =100)

関--7 プロット内平均樹符の健全水平均樹潟lζ対する比と::i:i!ql!形態異常との関係

完全なl坊除はで訟でいないものの…応の食襟軽減効果が兇られる。これJ告側別に見ると，高い防

除効果が見られるものの，食弾事を20%前後!こ抑えるもの，ほとんど効果のないものの 8つのタ

イプが見られた。 4つの柵でほとんど効果がなかったが，そのうち 3つは奥にある造林地である。

奥地については榔の構造を強兆するなどによって，完全でないにしても，他の榔と絞りがない

程度の食詩的除効果が期待できるようになるとすると，問題はイ也の割Ilでも防ぎきれない 2制の食

替の路線でめる。食容で開題になるのは，生伎の遮れ(騒需品jな場合lこは生・段せずにおfiれること)

と主幹の変形である。主幹の変Jlちは， ~農水{自には製材する H寺の問題となる。今聞は幼締遊林地の

調主主であり， この次元の問題については知ることはできなし、。従って，生長への絡轡について見

る。ほ1-7に訴したように 2制程度の被容であれば，林分全体の住民への絡鱒はほとんどない。

2制でも被替は被詩であるが，この程度であれば補楠等によって間袋し得る範!延!と考えられ，食

を紡ぐという所期の問機は一応達成されていると設えよう。

設au空ffll主義-2iζ上げたように， 1984年には総額 5，65675円l乙迷している。この事業は，文

信ITの術助額梁(特別天熱記念物食響対策事業)であり，悶が 2/3，t'iQ;が1/6を効成し， 11汀が1/6

1:負担して突施している。 Iilrでは，分担金条例を設け， 11向I向月げ.外租?保:}主}主Z手特fの巡

千有千f者者z舟"にζ11町íI均町1]汀T負t萩抑F日l分 4を旨 i商蔀右税~，にζ応じで文紅払、わせている。

ヘクタール当りの役続開JtJは， 60万円と高額になっている。また， Iおi徐効果が究会でとtいなら

ば，それを拙うための補憾の質問など告上積みしなければならない。さらに，持Ilの小さなli1削践は

森林所有者が見@り補修することで対処できるが，大留などによって大規模な倒壊などが起きる

と撚林所有者の補修できる縄問を越えてしまう。防護舗は，幼齢木が被擦を受けなくなるようは

樹誌に住民するまで数年から十数年開強っていなければならず，これらの経'#~も無視し符ない。

実際にどのくらいになるかは推算できないが.例えば， 1983ff.の大野の!燦{こは輿地の榔iを?rl:t心iこ



炎-3 森林所有考の防護機設ぴiこカモシカ食器問題!こ対する認識

主主義 I はのの!収林依入帯か皮へら 食警の影響 (食怒の原国( !i1J談織について カモシカの保護管潔について

A I 5901 林業 100% 死務問題。 カモシカが渇えた。務 効7ご果。檎はあ抜る本。総的修な対は各策林で家がやるべき カモシカは捕らなければ場林業える一の方共幸で子
年間lOO 災林が滅っfこ。 。 は はない。繍修あ無るE。主カモシカの保設.と と
日佼就労 はしている。 は である。

林 業 100% 織をしてもらっ 人二日本が増えた。カモ カモシカは侵入しているが，効め果るはあ カモシ保なカ林護を捕業す獲する前i乙食7ご密。綴の起光きな
見回りには1 たので，今は筒 シカも場えてはいる。 る。しかし，不自然防rベきいよう をするべき 資滋
へ入る程度 題なし。 である。ハンターなどにられたちし として べきだ。

ているが補修はしていない。

死活問題。 !カモシカの餌奥とな林める綴地追 機の邪の効E遂果ではほぼ補完療修である。林業作楽 ii林!こ業な舎やって行撲ば滅，く上補すで野き生で動あ物は邪そ魔れ
物がない。 の迭 ある。 はしている。 るから， 補す償べ るら。
を織で図つ枕lCoDi!1l.ができな制 しでも いた
いH¥さ;/1，"/:こ。い。

D 1 251林業労選b' 09杉 者穏4をしてもらっ 人:日本が増えて広葉綴 織の効果は8割騒る動位。補すである。織の設i澄!こ カモシカ共広は容葉捕獲樹の林たしなければ増今える.一5方f4 年間 250 たから問題はな 林も場が減った。カモシカ よってシカは るが，カモシカは である。 め必に要は，。 の i
別立就労 L 、。 えている。 その付近!こい 修はしている。 くらいの が

E 23 i 農林業 機をしてもらっ E避の雑木林の伐採食。者ス 食菜織べ作の効業ら薬れの邪ては魔いあるが大した ζ とはなく， 林業告白やって行くためには補獲は必ら議至芸
j浅間期;ζ入 たから問題はな カイライン1m通後 る。補修はしている。林 である。;欲摘をしても食擦があった
1[1 L、。 が増える。 である。 鍛をして しい。

05ぢ 食議で成林して 奥進地みで，遊休や開発が まあまあの効小果規はある。林ら業ば作補業修の若自j5 カモシカを裕獲しなければ，林業をや
いない造林今地は放が ，カモシカが追い 縫カである。 談林家な は って行く乙とは銀理であるo カモシカ
あるカ" jおされた。カモシカも でできるだろう。，ま公けのこり自にいるのが良いと思う。
楽している。 増えている。

G 31工場勤務 j 被害地なし。 雑木林の伐採。カモシ 効采あり。櫛がなければ遂事ドはできな カモシカが水主5凶!こまで日iて来るように
カも鴻えている。 L、。 なったら， 獲しなければならない。

*Bは現在， .:1:1こ借ち入れ金で生計を立てペいる。

* GIま財産1:3:の管霊長祭任者ーで綴繁lこIJJの5s初ちをしている。

bレwコ
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広範に割111が破壊ぢれ，その修復のために，総額で 300万円以上の椛裂を嬰し，その資問は森林総

合が持つという形になった。

さで，森林所有者は防強制1Il1i?実際にどう受け取っているだろうか。 31ζ聞きi段り結梁につ

いて滅せた。柳!の防除効果については，先会な効果を認めたのは…人だけで.筏りはず~民，完全

ではないが造林上問題のない程度には食擦を防総していると認識している。つまり，…!おは食主害

対策として十分であると;器、め， tlmがなければ林業はやって行けないと考えている。ここに上げた

人は，傍，各@lで者1Ilの見開り補修をしており， 111林への関心も潟くそれ放に ζのような評fllliが出

て来たものとflliわれる。設限費用に関しでは，日がそのー;切ら2は負担しでもよいと答えた以外は，

林諜の現状からすると余計必支出は少しでも減らしたく，負担はできないとしている。備の問魁

jJIとしては，林諜作業の邪腿lこなろというのが上げられた。これは，林業労働者不足が深刻とな

り，少しでも林業の労働潔境奇j主くしなければならない現状会考えると宥過し得ぬ間組である。

また，現殺の諜可:1ま棚の撤去については恋ったく考えられていなL、。しかし.上聞と問様の部

1'11でその撤去をどう災施するかはfl，ij閣である。

mf浅利11設授は，森林総合作諜:0S:J:~によって行われている。投開時期が10月から 12月であるため，

ζ の II~j期に行われる枝打.ち間伐ぞ 5Rから 6 月の仕事のない 11寺におi して作業している。

NI的強 tllnの評{高

まず，防護棉i以外の食符防除方法については，昨l:ILrnlJではでも食持があるため， 1持獲糊}以外

の方法で食認を防ぐことは，閣議mである。

また， lifi獲による|出i徐と比べると，捕般による訪問1では幼齢造林地に出現するカモシカ在全て

捕獲することなる。従って，より良い餌場を求めて移動して来たカモシカは会で捕獲される。カ

モシカはなわばり令持ち主主知的な習をする動物であるが，息環境が怒イちした時などにはなわ

ばり令捨て移動する。また，業rr しく ~t:まれた似体は新たななわばりや被保しなければならないが，

そこに幼!給造林地が選ばれる可能性は硲い。すると，そこでの捕獲は倒休1:tffζ怒:大な路鱒寄与え

るとミ与えられる。

前にも%たように保護地域は林業への配j惑によって，カモシカを保護するには不十分なものと

なっており，士山IIIJでカモシカや保裂するには現荘の保綾地域ではむずかしし、。保護地域は，保

誕地域内全体でカモシカ命保護できればよいという考えで設定されているのだから，土山町内の

傑館地域でカモシカが保護できなくても梢わないという見方もあるだろう。しかし，蕊-41ζ鈴

脂 11刈I~の保波地域の績と人工林事令市町村.íJUに示したが，これ後凡でもわかるように，人工林

取の低い永ilポミa=lI!J， :IiJ{野II!Jの保護地域間都が広い。災i抵?波紋限多賀IIIT(人工林水58%) ，三三京

民関IJIT(同81%) は林識を国EI:!，ζ保護地域から外れている。つまり，米だ林梁の繍んでない地域

4 鈴鹿山脈ïlîlrtJ~寸Jj IJ カモシカ保j畿地総同様と人工林郁

かt がノ'Jf.tえ J1i~ 一 汲 P誌

:iki!1Jlミ!jl問. ェヒIUf!JJ EI野00' il葉原11汀 北側iむ・ 大安o汀 猟ID.yfll]‘ 鈴鹿市
一一一一一一

係私 有機(地林ha)i域節 税内 4，222 969 207 1，300 416 1，037 3，513 837 

人工林務 25 67 23 36 48 -16 35 61 
(% 

*人]二林af;{I立話01'ドセンサスのが{
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に継寄せが行く万三で保護士山城は成立しているのである O これらの地械でも林業が焼んになれば保

;器地域は成り立たなくなる可能性がみる。カモシカの保設よりも林業の;汀が髄先される現状では，

鈴嵐のように山の火~I分で林議可能な所で lふ保護地域安設定してカモシカの保殺を図ることは

なずかしL、。しかも，保護地域外では捕破によって食諜防除が国られるとしたら，地域仰!休群の

絶滅を紹き液ねない。

-15，防護織によみ防総ではそれによってカモシカが幼齢i遊休地から追い 1:1~ ~れることが開制

となる。この場合，餌となる楠物の少なくなる冬l乙カモシカが倒告どれだけ蛤齢出林地に{火砕し

ているかが絡締してくる。食鴇が冬の餌不足から起きる必らば，食容があることはカモシカが幼

紛遊林地に{次捺していることを訴していると考えられる。しかし，ごと11!IIlJでは艇となる植物の矧:

ある濯にも食聾がある 18，19)ζ とが報告されており，幼齢造林地をより良い郎場として利用し

ていることが予結!され，冬;ζ ヒノキ令食べるのも，必ずしも僻不足からだけではなく，より良い

食物として'食べている;場合もあることが推測される。また，カモシカの息状況と食容状況との

関係&見るために，奥地に多い公社造林地の食犠状況と保息按j立とを比較してみると，関-8の

ようになる。 2つのデータは同時にi*られたものではないので， {言中耳目:I立高いとは;ぎえないが，

カモシカの悠息繊度と食諜状祝との!悶lζ，生息鰭j立のi向いところに近い造林Iむの食掠がひどいと

いうような，一定の傾向は見られず，前場をまったくそこに依彩しているのではないと3考えられ

る。従って， カモシカ主主忠域内の幼i紛造林地を:全てi出溜iilllで閥ったとしても，他の所. j四日えば桟

おれた天然林や 2次林でカモシカが強忠できる可能性がある o l1i! Iζ も述べたように，その11，11乙健
全な個体1砕を維持できるかは不明だが， Iお3警報Hは，現状では，他の方法と比べては林業とカモシ

カ保護とを同窓させるのに過していると

3.56 

d 

ρ1.21~ 

4 2 0 2 4 km 

G 

1~1-8 びわ湖逃**村公主1:滋林地:被桜とカモシカ ~I~X急務!皮(太枠内がi淵変地)
泉滋りは被感地。生息際1Stは小金沢・丸山より松滅。数学は~J:段、密15t
(耳目/km2)令表わす。十l立役怠痕跡が確認されたま出じま。
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実施上の問題点としては，まず，奥地の造林i命令どにはより強度の高いものぞ投殺して行く必

要がある。また，現京一つの~1Il 'ζっき 1 ケ所しかない入り口を数ケ所に設けるなどして休業問働

をやり弱くする ζ とも考j怒して行くべきであろう。おらに，今後土山町ではカモシカ忠、域内の

新総巡林市績は俗作20ha 般になると予想され，そこに的被~1I1を実施して行こうとすると年額で

1，200万円近い費用が必誕となり. ぞれの負担の在り方・も考えて行かねばならなL、。

V おわりに

戦後拡大活林の進んだ地域で食擦が大きな問題になった ζ とには.カモシカが保殺された時期

と天然林が広範に渡って幼締法林地にi泣き終わっていった時期とが設なったことが強く路線して

いる。拡大造林が進む過程で，カモシカは天然林から幼齢造林地へと餌場を変えながら，生息し

で来たと考えられる。今後，これらの地域でも今迄の造林地が成林して来るに従って，森林のカ

モシカの生環境としての条件は悪犯して来ることが予i留されるo そのJI寺，僻;場としての幼齢造

林士山の必勝出が~.省くなり，防護柵はカモシカ保護の所から新た!こ見出窓なければなるかもしれな

い。その時には，商人工林率そのものも問題となり，改めて森林の在り万が閥われることになるo

海外，特にアメリカでは，森林ぞ木材主主imだけでなくハンティングや観光とも結びつけて， :l設遡

な施業方法を考える研究20.21)が符われているが，日本でも今後はそのような研究も必袈となるで

あろう。

現状においては，抗議長111は，食容を1出|徐して林諜とカモシカ保護との樹立会史溺ずるJ二で十分

な役割を果して来ており，議替の対策の…つである。今後は，上部の問題も考えながら，さらに

珂立に適した方法ぞ模獄してみたL、。
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Resume 

Wildlife conse1'vation is now becoll1ing one of the impol'tant p1'oblems froll1 the view point of 

both nature consel'vation anc1 1'esource use. In J apal1， J apanese serow (Capl'icornis crispus) 

has been c1esignatec1 as a Specia1 Natur・alMOl1 ull1en t al1d pr叶lIbitedfroll1 beiug hu.nted乱nc1

used in any way since 1955. But the damage by serow to crops and young p1antation 

has become socia1 prob1em since abむut1975. Among various protective m告allS，fenccs are 

considered as most efficient measu1'e to reconci1e timb号1・produetionand serow eOl1servatiol1. 

This study clarifies the actua1 state of fencing system and compares the efficiency as the 

solution with othe1'means. 

'1'he study area is Tsuchiyamacho in Siga prefecture， which 10cated in the south of Suzuka 
range. The damage by serow became socia1 prob1el1l frOl1l about 1965， and protective fences 
have been construeted by the 10ca1 adl1linistration agency with subsidy froll1 the Agency for 

Cultura1 Affairs. 

The effectiveness of 17 fenccs a1'e investigated. 3 fences of thel1l builted around the 

p1antation at remte forests don't have any effect at a11. But othel's serve to keep dal11age 

rate 10we1' than 20%. The protected area is about 100 hectare anc1 仙台 totalcost al110unts 

56，560，000 yen in 1984， which l11eans the unit cost is 600，000 yen par hectal'c. Howevel' 

1andowぬersthink it too expensive to bear・fol'thel11selves. 

Serow protection area is now planed to establish over the Suzuka range. But in Tsuchiya制

l11acho， the area is divided into so small sections that it can't achieve it's purpose. 




